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だより

平成27年10月17日（土）第34回 福祉会館まつりにワークサポート杉並の利用者さん

2名と一緒に参加しました。

少し肌寒く霧雨の中でしたが、ホットコーヒーの販売を行いました。

今年のメンバーは接客がとても上手で、一生懸命に声を出して販売してくださったので、

お客様がたくさんいらっしゃいました。

また、懐かしい皆さんが

たくさん遊びに来て、近況

報告をしてくれました。

とても楽しい時間を過ご

すことができました。

東京都最低賃金を９０７円に引き上げ

東京労働局は平成27年10月１日より、東京都最低賃金を19円

引上げ時間額907円に改正しました。

最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業を支援する事業として

さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して無料相談に応じる「東京都最低賃金総

合相談支援センター」を設けています。

【参考】最低賃金について

東京都最低賃金は、東京都内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用され

るもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の

区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第４条

違反として罰則の対象となります。

派遣中の労働者については、派遣先の事業所に適用される最低賃金が適用されます。

精勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、賞与、時間外労働の手当

などは最低賃金に算入されません。

また、最低賃金額は各都道府県により異なります。（年1回の見直しあり）

（参考：厚生労働省 東京労働局 HP）

http://sugi-jigyodan.or.jp/


就職しました。（９・１０月）

事務関係 ６名

医療スタッフ補助 １名

調理補助 １名

クリーニング １名

清掃業務 １名

ワークサポート杉並の就労支援とは 第４回「就職の準備」について

第４回目は「就職の準備」について説明します。

利用登録後、ご自身の職業適性やスキルがよく分からない方には職業適性評価

をお勧めしています。ワークサポート杉並でも3日間の評価を行っています。

就労に向けての準備性がまだ整っていない方には、就労移行支援事業所での

通所訓練（最長2年間）のご紹介もしています。ワークサポート杉並は就労移行支援事業所を併設し

ており、基本週5日通所し、プログラムに沿った訓練を通して準備性を高めていきます。

その他、利用者のご希望により、ハローワークでの求人検索の同行や職場体験実習の提案のほか

履歴書を書く際のアドバイスや面接練習、企業面接の同行なども行っています。

利用される方のご希望や状況に応じて一人ひとりに合った就労に向けての支援を行っています。

平成２７年 障害者のための就職準備フェア
開催のお知らせ

平成27年12月15日（火）13:30～『障害者のための就職準備フェア』を開催いたします。

ワークサポート杉並の他に中野区障害者福祉事業団と新宿区勤労者・仕事支援センター、ハロー

ワーク新宿、東京障害者職業センターが主催するイベントになります。

就職する前に身に付けておきたいことをセミナー形式で皆さんにお伝えしたいと思っています。

知的障害のある方と精神障害のある方それぞれのご希望や特性に沿って、内容を工夫したセミ

ナーを用意しています。第1部は、東京障害者職業センターのカウンセラーから「就職準備講座～

働くために必要なこと～」をテーマに講話を聞きます。第2部では、「企業担当者と働いている人

からのメッセージ」と題して、現在企業で働いている方の担当者とご本人から現場の声をきいて、

就職する際のイメージを掴んでもらいます。さらに、ハローワーク新宿の雇用指導官や統括職業

指導官から求人票の見かたなどのレクチャーも予定しています。

昨年度まではミニ面接会も実施していましたが、今年度はセミナーのみの開催となります。

場所は、東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア（小田急第一生命ビル 21階）で行います。

杉並区、中野区、新宿区にお住いの方が対象となりますが、就労支援機関に事前にお申込みの

うえ、皆さんふるってご参加ください。

写真については、ご本人の了解を得て掲載しています。

お世話になりました。

新しい職員が加わりました。

支援員 櫻岡 （10月1日付）

支援員 上島紀久（7月31日付退職）


